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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】スイッチング時の発振の抑制と、大電流短絡耐
量の向上とを両立させる。
【解決手段】ＩＧＢＴ１００において、第１の面１４と
第１の面の反対側に位置する第２の面１６とを有する第
１導電型の半導体層１２と、第１導電型の半導体層の第
１の面に接して設けられた第２導電型の半導体層１８と
を備える。第１導電型の半導体層は、第１の面から第２
の面への第１方向の異なる位置において、複数の不純物
濃度ピークを有し、第１方向における第１導電型の半導
体層と第２導電型の半導体層との接合界面である第１の
面から、複数の不純物濃度ピークのうち第１の面に１番
目に近い第１番目の不純物濃度ピークと、第１の面に２
番目に近い第２番目の不純物濃度ピークとの境界までに
おける積分濃度が、臨界積分濃度以下である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面と前記第１の面の反対側に位置する第２の面とを有する第１導電型の半導体層
と、
　前記第１導電型の半導体層の前記第１の面に接して設けられた第２導電型の半導体層と
　を備え、
　前記第１導電型の半導体層は、前記第１の面から前記第２の面への第１方向の異なる位
置において、複数の不純物濃度ピークを有し、
　前記第１方向における前記第１導電型の半導体層と前記第２導電型の半導体層との接合
界面である前記第１の面から、前記複数の不純物濃度ピークのうち前記第１の面に１番目
に近い第１番目の不純物濃度ピークと、前記第１の面に２番目に近い第２番目の不純物濃
度ピークとの境界までにおける積分濃度が、臨界積分濃度以下である、半導体装置。
【請求項２】
　前記第１方向における前記第１の面から、前記第２番目の不純物濃度ピークと、前記複
数の不純物濃度ピークのうち前記第１の面に３番目に近い第３番目の不純物濃度ピークと
の境界までの積分濃度が、前記臨界積分濃度以下である、
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１導電型の半導体層は、前記複数の不純物濃度ピークのうち前記第３番目の不純
物濃度ピークよりも前記第２の面側に、プロトン以外の不純物濃度ピークを有する
　請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１方向における前記第１の面から、前記第３番目の不純物濃度ピークと、前記プ
ロトン以外の不純物濃度ピークとの境界までの積分濃度が、前記臨界積分濃度以下である
　請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１方向における前記第１の面から、前記第３番目の不純物濃度ピークまでの積分
濃度が、前記臨界積分濃度以下である
　請求項３に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１導電型の半導体層は、前記第２の面と、前記プロトン以外の不純物の濃度ピー
クとの間に、前記プロトン以外の不純物の濃度ピークよりも高い不純物濃度の第２導電型
の不純物濃度ピークを有する
　請求項３に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１導電型の半導体層および前記第２導電型の半導体層の前記第１方向における長
さに対する前記第２導電型の半導体層の前記接合界面とは反対側に位置するおもて面から
、前記第１番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、８５％より大きく、８９％より
小さい範囲であり、
　前記第１導電型の半導体層および前記第２導電型の半導体層の前記第１方向における長
さに対する前記おもて面から、前記第２番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、８
９％より大きく、９１％より小さい範囲であり、
　前記第１導電型の半導体層および前記第２導電型の半導体層の前記第１方向における長
さに対する前記おもて面から、前記第３番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、９
６％より大きく、９８％より小さい範囲であり、
　前記第１導電型の半導体層および前記第２導電型の半導体層の前記第１方向における長
さに対する前記おもて面から、前記プロトン以外の不純物濃度ピークの位置までの割合は
、９８％より大きく、１００％より小さい範囲である
　請求項３に記載の半導体装置。
【請求項８】
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　前記第１番目の不純物濃度ピークの位置は、前記第２導電型の半導体層の前記接合界面
とは反対側に位置するおもて面から９４μｍより大きく、９７μｍより小さい範囲にあり
、
　前記第２番目の不純物濃度ピークの位置は、前記おもて面から９７μｍより大きく、１
００μｍより小さい範囲にあり、
　前記第３番目の不純物濃度ピークの位置は、前記おもて面から１０５μｍより大きく、
１０８μｍより小さい範囲にあり、
　前記プロトン以外の不純物濃度ピークの位置は、前記おもて面から１０８μｍより大き
く、１１０μｍより小さい範囲にある
　請求項３に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１導電型の半導体層および前記第２導電型の半導体層の前記第１方向における長
さに対する前記第２導電型の半導体層の前記接合界面とは反対側に位置するおもて面から
、前記第１番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、７７％より大きく、８１％より
小さい範囲であり、
　前記第１導電型の半導体層および前記第２導電型の半導体層の前記第１方向における長
さに対する前記おもて面から前記第２番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、８１
％より大きく、８６％より小さい範囲であり、
　前記第１導電型の半導体層および前記第２導電型の半導体層の前記第１方向における長
さに対する前記おもて面から前記第３番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、９３
％より大きく、９７％より小さい範囲であり、
　前記第１導電型の半導体層および前記第２導電型の半導体層の前記第１方向における長
さに対する前記おもて面から前記プロトン以外の不純物濃度ピークの位置までの割合は、
９７％より大きく、１００％より小さい範囲である、
請求項３に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１番目の不純物濃度ピークの位置は、前記第２導電型の半導体層の前記接合界面
とは反対側に位置するおもて面から５４μｍより大きく、５７μｍより小さい範囲にあり
、
　前記第２番目の不純物濃度ピークの位置は、前記おもて面から５７μｍより大きく、６
０μｍより小さい範囲にあり、
　前記第３番目の不純物濃度ピークの位置は、前記おもて面から６５μｍより大きく、６
８μｍより小さい範囲にあり、
　前記プロトン以外の不純物濃度ピークの位置は、前記おもて面から６８μｍより大きく
、７０μｍより小さい範囲にある、
請求項３に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　少なくとも前記第２導電型の半導体層の一部において、トレンチ状に設けられたゲート
絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜に接して設けられたゲート電極と
をさらに有する、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記第１番目から第３番目の不純物濃度ピークは、水素、空孔及び酸素による複合ドナ
ーを含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【０００２】
　従来、ＩＧＢＴ（絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ）装置に、フィールドストップ
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層（ＦＳ層）として機能する水素イオン等をドープした領域を設けていた（例えば、特許
文献１および２参照）。
［先行技術文献］
［特許文献］
　［特許文献１］　特表２０１０－５４１２６６号公報
　［特許文献２］　特開２０１４－９９６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　通常、ＦＳ層は、ＩＧＢＴのコレクタ電極近傍に設けられる。ただし、ＦＳ層を通常よ
りもエミッタ電極寄りの位置に設けると、スイッチング時の発振およびゲート電圧ゼロ時
のコレクタ・エミッタ間の漏れ電流を抑制でき、かつ、ＲＢＳＯＡ（逆バイアス安全動作
エリア）を改良することができる。特に、スイッチング時の発振等を抑制するためには、
ＦＳ層の濃度が大きいほど効果的である。これに対して、ＦＳ層をコレクタ電極寄りの位
置に設けると、エミッタ電極寄りの位置に設ける場合と比較して、ドリフト層が厚くなる
ので、大電流短絡耐量および耐圧が向上する。特に、大電流短絡耐量等を向上させるため
には、ＦＳ層の濃度が小さいほど効果的である。このように、スイッチング時の発振等の
抑制と大電流短絡耐量等の向上とは、ＦＳ層に対する要件が逆であるので両立させること
が難しい。
【０００４】
　ここで、大電流短絡耐量とは、ゲート電圧を次第に上昇させて、ＩＧＢＴが破壊される
ときの通電電流量により規定される耐量である。大電流短絡耐量を測定するには、スイッ
チングオン時間の時間幅を固定して、ＩＧＢＴを複数回オンオフして、スイッチングオン
の回数を追うにつれて次第に入力するゲート電圧を上げることによりＩＧＢＴに大電流を
流す。ＦＳ層が通常よりもエミッタ電極寄りの位置に設けられ、かつ、ＦＳ層の濃度が通
常よりも大きい場合には、コレクタ側から移動するホールが抑えられる。これにより、Ｉ
ＧＢＴの電流成分において電子の比率がホールよりも多くなり、コレクタ側の電界が上昇
する。コレクタ側の電界が上昇しすぎると、ＩＧＢＴが破壊に至る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様においては、半導体装置を提供する。半導体装置は、第１導電型の
半導体層と、第２導電型の半導体層とを備えてよい。第１導電型の半導体層は、第１の面
と第２の面とを有してよい。第２の面は、第１の面の反対側に位置してよい。第２導電型
の半導体層は、第１導電型の半導体層の第１の面に接して設けられてよい。第１導電型の
半導体層は、第１方向の異なる位置において、複数の不純物濃度ピークを有してよい。第
１方向は、第１の面から第２の面への方向であってよい。第１の面から、複数の不純物濃
度ピークのうち第１の面に１番目に近い第１番目の不純物濃度ピークと、第１の面に２番
目に近い第２番目の不純物濃度ピークとの境界までにおける積分濃度が、臨界積分濃度以
下であってよい。第１の面は、第１方向における第１導電型の半導体層と第２導電型の半
導体層との接合界面であってよい。
【０００６】
　第１方向における第１の面から、第２番目の不純物濃度ピークと、複数の不純物濃度ピ
ークのうち第１の面に３番目に近い第３番目の不純物濃度ピークとの境界までの積分濃度
が、臨界積分濃度以下であってよい。
【０００７】
　第１導電型の半導体層は、複数の不純物濃度ピークのうち第３番目の不純物濃度ピーク
よりも第２の面側に、プロトン以外の不純物濃度ピークを有してよい。
【０００８】
　第１方向における第１の面から、第３番目の不純物濃度ピークと、プロトン以外の不純
物濃度ピークとの境界までの積分濃度が、臨界積分濃度以下であってよい。
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【０００９】
　第１方向における第１の面から、第３番目の不純物濃度ピークまでの積分濃度が、臨界
積分濃度以下であってよい。
【００１０】
　第１導電型の半導体層は、第２の面と、プロトン以外の不純物の濃度ピークとの間に、
プロトン以外の不純物の濃度ピークよりも高い不純物濃度の第２導電型の不純物濃度ピー
クを有してよい。
【００１１】
　第１導電型の半導体層および第２導電型の半導体層の第１方向における長さに対する第
２導電型の半導体層の接合界面とは反対側に位置するおもて面から、第１番目の不純物濃
度ピークの位置までの割合は、８５％より大きく、８９％より小さい範囲であってよい。
第１導電型の半導体層および第２導電型の半導体層の前記第１方向における長さに対する
おもて面から、第２番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、８９％より大きく、９
１％より小さい範囲であってよい。第１導電型の半導体層および第２導電型の半導体層の
第１方向における長さに対するおもて面から、第３番目の不純物濃度ピークの位置までの
割合は、９６％より大きく、９８％より小さい範囲であってよい。第１導電型の半導体層
および第２導電型の半導体層の第１方向における長さに対するおもて面から、プロトン以
外の不純物濃度ピークの位置までの割合は、９８％より大きく、１００％より小さい範囲
であってよい。
【００１２】
　第１番目の不純物濃度ピークの位置は、第２導電型の半導体層の接合界面とは反対側に
位置するおもて面から９４μｍより大きく、９７μｍより小さい範囲にあってよい。第２
番目の不純物濃度ピークの位置は、おもて面から９７μｍより大きく、１００μｍより小
さい範囲にあってよい。第３番目の不純物濃度ピークの位置は、おもて面から１０５μｍ
より大きく、１０８μｍより小さい範囲にあってよい。プロトン以外の不純物濃度ピーク
の位置は、おもて面から１０８μｍより大きく、１１０μｍより小さい範囲にあってよい
。
【００１３】
　第１導電型の半導体層および第２導電型の半導体層の第１方向における長さに対する第
２導電型の半導体層の接合界面とは反対側に位置するおもて面から、第１番目の不純物濃
度ピークの位置までの割合は、７７％より大きく、８１％より小さい範囲であってよい。
第１導電型の半導体層および第２導電型の半導体層の第１方向における長さに対するおも
て面から第２番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、８１％より大きく、８６％よ
り小さい範囲であってよい。第１導電型の半導体層および第２導電型の半導体層の第１方
向における長さに対するおもて面から第３番目の不純物濃度ピークの位置までの割合は、
９３％より大きく、９７％より小さい範囲であってよい。第１導電型の半導体層および第
２導電型の半導体層の第１方向における長さに対するおもて面からプロトン以外の不純物
濃度ピークの位置までの割合は、９７％より大きく、１００％より小さい範囲であってよ
い。
【００１４】
　第１番目の不純物濃度ピークの位置は、第２導電型の半導体層の接合界面とは反対側に
位置するおもて面から５４μｍより大きく、５７μｍより小さい範囲にあってよい。
　第２番目の不純物濃度ピークの位置は、おもて面から５７μｍより大きく、６０μｍよ
り小さい範囲にあってよい。
　第３番目の不純物濃度ピークの位置は、おもて面から６５μｍより大きく、６８μｍよ
り小さい範囲にあってよい。
　プロトン以外の不純物濃度ピークの位置は、おもて面から６８μｍより大きく、７０μ
ｍより小さい範囲にあってよい。
【００１５】
　半導体装置は、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とをさらに有してよい。ゲート絶縁膜は、
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少なくとも第２導電型の半導体層の一部において、トレンチ状に設けられてよい。ゲート
電極は、ゲート絶縁膜に接して設けられてよい。
【００１６】
　第１番目から第３番目の不純物濃度ピークは、水素、空孔及び酸素による複合ドナーを
含んでよい。
【００１７】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態におけるＩＧＢＴ１００の断面を示す図である。
【図２】（ａ）～（ｄ）は、ＩＧＢＴ１００の製造工程を示す図である。
【図３】第１実施形態におけるＡ１‐Ａ２間の不純物濃度ピーク（Ｐｘ）と不純物濃度ピ
ーク間の境界（Ｖｙ）とを示す図である。
【図４】は、図３の位置８０［μｍ］から位置１１０［μｍ］までを示す拡大図である。
【図５】第１実施形態におけるＡ１‐Ａ２間の不純物濃度ピーク（Ｐｘ）と臨界積分濃度
との関係を示す図である。
【図６】は、図５の位置８０［μｍ］から位置１１０［μｍ］までを示す拡大図である。
【図７】第２実施形態におけるＡ１‐Ａ２間の不純物濃度ピーク（Ｐｘ）と不純物濃度ピ
ーク間の境界（Ｖｙ）とを示す図である。
【図８】は、図６の位置４０［μｍ］から位置７０［μｍ］までを示す拡大図である。
【図９】第２実施形態におけるＡ１‐Ａ２間の不純物濃度ピーク（Ｐｘ）と臨界積分濃度
との関係を示す図である。
【図１０】ドナー濃度に対する臨界電界強度Ｅｃおよび臨界積分濃度ｎｃの関係を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲に
かかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合
わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００２０】
　本明細書において、ｎまたはｐは、それぞれ電子または正孔が多数キャリアであること
を意味する。また、ｎまたはｐの右肩に記載した＋または－について、＋はそれが記載さ
れていないものよりもキャリア濃度が高く、－はそれが記載されていないものよりもキャ
リア濃度が低いことを意味する。また、本明細書に記載した例では、第１導電型はｎ型を
意味し第２導電型はｐ型を意味するが、他の例においては、第１導電型がｐ型を意味し第
２導電型がｎ型を意味してもよい。
【００２１】
　図１は、本発明の実施形態におけるＩＧＢＴ１００の断面を示す図である。半導体装置
としてのＩＧＢＴ１００は、半導体基板１０と、半導体基板１０のおもて１９に接して設
けられたエミッタ電極５２および層間絶縁膜３６と、半導体基板１０の裏面に接して設け
られたコレクタ電極５４とを備える。
【００２２】
　半導体基板１０は、第１導電型の半導体層としてのｎ－型のドリフト層１２と、第２導
電型の半導体層としてのｐ型のベース層１８とを有する。ドリフト層１２は、第１の面１
４と第２の面１６とを有する。第１の面１４は、ドリフト層１２とベース層１８との接合
界面でもある。なお、第２の面１６は、第１の面１４の反対側に位置し、上述の半導体基
板１０における裏面に一致する。ベース層１８は、第１の面１４に接して設けられる。ベ
ース層１８は、第１の面１４（接合界面）とは反対側に位置するおもて面１９を有する。
なお、図１において、ベース層１８のおもて面１９には、コンタクト領域４２およびエミ
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ッタ領域４４が位置する。おもて面１９は半導体基板１０のおもて面でもある。
【００２３】
　ドリフト層１２は、第２の面１６の側に半導体層２０を有する。半導体層２０は、ドリ
フト層１２の第２の面１６から不純物をドープすることにより形成される。半導体層２０
は、第１方向の異なる位置において、複数の不純物濃度ピークを有する。本明細書におい
てピークとは、第１導電型または第２導電型の不純物濃度のピークを意味する。半導体層
２０は、第１導電型のＦＳ層２２と、第１導電型のバッファ層２４と、第２導電型のコレ
クタ層２６とを有する。ＦＳ層２２、バッファ層２４およびコレクタ層２６は、この順で
第１方向に並んで設けられる。第１方向とは、第１の面１４から第２の面１６へ向かう方
向である。第１方向は、エミッタ電極５２からコレクタ電極５４へ向かう、半導体基板１
０の厚み方向と読み替えてもよい。
【００２４】
　第１導電型のＦＳ層２２は、第１方向の異なる位置において３つの不純物濃度ピークを
有する。本例のＦＳ層２２は、空乏層の広がりを止める機能を有する。つまり、ＦＳ層２
２は、第１の面１４近傍から伸長する空乏層を第２の面１６まで伸長させないという機能
を有する。本例のＦＳ層２２は、プロトン（Ｈ＋）をドープした領域であり、第１方向の
異なる位置においてプロトン（Ｈ＋）のドープに起因する３つの不純物濃度のピークを有
する領域である。プロトンのドープに起因する不純物濃度のピークを構成するドナーは、
プロトンの注入により導入された水素（Ｈ）、同じく注入時に結晶欠陥として形成された
空孔（Ｖ）、半導体基板１０内に存在する酸素（Ｏ）との複合欠陥、すなわちＶＯＨ欠陥
による複合ドナーである。このＶＯＨ欠陥による複合ドナーを、水素関連ドナーとも言う
。
【００２５】
　第１導電型のバッファ層２４は、ＦＳ層２２よりも高い第１導電型の不純物濃度を有す
る層である。つまり、本例において、ＦＳ層２２はｎ型であり、バッファ層２４はｎ＋型
である。バッファ層２４もＦＳ層２２と同様に空乏層の広がりを止める機能を有してよい
。本例のバッファ層２４は、プロトン以外の第１導電型の不純物濃度ピークを有する。本
例のバッファ層２４は、リン（Ｐ）をドープした領域である。しかし、バッファ層２４は
、リン（Ｐ）に代えて、ＦＳ層２２よりも高い不純物濃度を有するようにプロトン（Ｈ＋

）がドープされた層であってもよい。
【００２６】
　第２導電型のコレクタ層２６は、半導体基板１０からホールを供給する機能を有する。
コレクタ層２６は、バッファ層２４の不純物濃度ピークよりも高い不純物濃度ピークを有
する層である。本例のコレクタ層２６は、ボロン（Ｂ）をドープした領域である。
【００２７】
　半導体基板１０は、トレンチ型のゲート電極３２と、ゲート絶縁膜３４と、第１導電型
のエミッタ領域４４と、第２導電型のコンタクト領域４２とをさらに有する。ゲート絶縁
膜３４は、少なくともベース層１８の一部において、トレンチ状に設けられる。ゲート電
極３２は、ゲート絶縁膜３４に接して設けられる。
【００２８】
　なお、他の例において、ＩＧＢＴ１００はプレーナー型のゲート電極およびゲート絶縁
膜を有してもよい。プレーナー型よりもトレンチ型の方が、エミッタ電極５２からコレク
タ電極５４へ入る電子の量が多い。それゆえ、コレクタ層２６からホールを供給して、コ
レクタ電極５４側の電界集中を緩和する本例の半導体層２０の構成は、プレーナー型より
もトレンチ型において、効果的である。
【００２９】
　ゲート電極３２は、おもて面１９に接して設けられた層間絶縁膜３６によってエミッタ
電極５２とは電気的に分離される。複数のゲート電極３２には、ゲート端子５０を介して
電圧が印加される。エミッタ電極５２にはエミッタ端子５１が電気的に接続され、コレク
タ電極５４にはコレクタ端子５３が電気的に接続される。
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【００３０】
　ゲート電極３２がオン状態となると、ゲート電極３２の近傍のベース層１８にチャネル
領域が形成される。このとき、エミッタ電極５２およびコレクタ電極５４間に適切な電位
差が形成されるとコレクタ電極５４からエミッタ電極５２に電流が流れる。エミッタ領域
４４は、チャネル形成領域に接続した電流経路を提供する領域である。
【００３１】
　コンタクト領域４２は、エミッタ電極５２と半導体基板１０との低接触抵抗を提供する
領域である。ＩＧＢＴ１００が通電する場合、コレクタ電極５４からエミッタ領域４４お
よびコンタクト領域４２を経てエミッタ電極５２に電流が流れる。
【００３２】
　図２の（ａ）～（ｄ）は、ＩＧＢＴ１００の製造工程を示す図である。（ａ）は、ドリ
フト層１２を有する半導体基板１０のおもて面１９にベース層１８を形成する工程を示す
。半導体基板１０は、ｎ型のフロートゾーン（ＦＺ）法による単結晶基板、チョクラルス
キー（ＣＺ）法による単結晶基板、磁場印加型チョクラルスキー（ＭＣＺ）法による単結
晶基板であってもよい。また、半導体基板１０は、厚さ１００［μｍ］以上、かつ、比抵
抗５０［Ωｃｍ］以上であってよい。本例の半導体基板１０は、厚さ１１０［μｍ］、か
つ、比抵抗７０［Ωｃｍ］以上である。
【００３３】
　（ｂ）は、ゲート電極３２、ゲート絶縁膜３４、コンタクト領域４２およびエミッタ領
域４４を形成し、その後、半導体基板１０のおもて面１９に層間絶縁膜３６およびエミッ
タ電極５２を形成する工程を示す。ゲート電極３２はポリシリコンであってよく、ゲート
絶縁膜３４は酸化シリコンであってよい。また、コンタクト領域４２は、第２導電型の不
純物としてのボロン（Ｂ）がドープされた領域であってよい。エミッタ領域４４は、第１
導電型の不純物としての砒素（Ａｓ）またはリン（Ｐ）がドープされた領域であってよい
。層間絶縁膜３６は酸化シリコンであってよく、エミッタ電極５２はアルミニウムとシリ
コンとの合金（Ａｌ‐Ｓｉ）であってよい。
【００３４】
　（ｃ）は、ドリフト層１２の第２の面１６から不純物をドープすることにより、ＦＳ層
２２、バッファ層２４およびコレクタ層２６を形成する工程を示す。本例の（ｃ）に示す
工程では、まず、プロトン（Ｈ＋）をドープすることにより第１方向の異なる位置に３つ
のピークを有するＦＳ層２２を形成する。プロトンの加速電圧を調整することにより、不
純物濃度のピーク位置を調整することができる。
【００３５】
　本例では、第２の面１６から１５μｍ離れた位置に第１ピークを形成するべく、ドーズ
量１．０Ｅ１３ｃｍ－２および加速電圧１．００ＭｅＶでプロトン（Ｈ＋）をドープする
。また、第２の面１６から１０μｍ離れた位置に第２ピークを形成するべく、ドーズ量７
．０Ｅ１２ｃｍ－２および加速電圧０．８０ＭｅＶでプロトン（Ｈ＋）をドープする。さ
らに、第２の面１６から４．２μｍ離れた位置に第３ピークを形成するべく、ドーズ量１
．０Ｅ１３ｃｍ－２および加速電圧０．４０ＭｅＶでプロトン（Ｈ＋）をドープする。た
だし、活性化アニールを経て後にピークが形成される位置は、上述の設定位置から多少ず
れる。なお、Ｅは１０の冪を意味し、例えば１．０Ｅ１３とは、１．０×１０１３の意味
である。
【００３６】
　ＦＳ層２２を形成した後、リン（Ｐ）をドープすることによりバッファ層２４を形成す
る。本例では、第２の面１６から０．７μｍ離れた位置にピークを形成するべく、ドーズ
量１．７Ｅ１２ｃｍ－２および加速電圧６４０ｋｅＶでリン（Ｐ）をドープする。バッフ
ァ層２４を形成した後、ボロン（Ｂ）を２．０Ｅ１３ｃｍ－２でドープすることによりコ
レクタ層２６を形成する。
【００３７】
　（ｄ）は、第２の面１６に接してコレクタ電極５４を形成する工程を示す。コレクタ電
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極５４は、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）および金（Ａｕ）をこの順で積層して形成
してよい。その後、ゲート端子５０、エミッタ端子５１およびコレクタ端子５３を設ける
。これにより、ＩＧＢＴ１００を完成する。
【００３８】
　図３は、第１実施形態におけるＡ１‐Ａ２間の不純物濃度ピーク（Ｐｘ）と不純物濃度
ピーク間の境界（Ｖｙ）とを示す図である。本明細書において、Ｐｘ（ｘ＝１～５）は不
純物濃度のピークを示す。ピークＰｘは、不純物濃度の極大値である。ピークＰｘの位置
および不純物濃度の高さは、ドープする不純物の加速電圧および不純物濃度によって、設
定することができる。Ｖｙ（ｙ＝１～４）は２つのＰ間における境界を示す。境界Ｖｙは
２つのピークＰｘ間における不純物濃度の最小値である。
【００３９】
　図３において、縦軸は不純物濃度［／ｃｍ３］を示し、第１導電型および第２導電型を
合わせた正味の不純物濃度（ネットドーピング）を示す。図３は、図１のＡ１‐Ａ２にお
ける不純物濃度に対応する。横軸は、半導体基板１０の第１方向における位置を示す。お
もて面１９を位置０［μｍ］とし、第２の面１６を位置１１０［μｍ］とする。位置０［
μｍ］と位置１０［μｍ］との間には、ドリフト層１２における第１の面１４が位置する
。
【００４０】
　本例は、耐圧１，２００ＶのＩＧＢＴ１００における不純物濃度のドープパターンであ
る。本例では、Ａ１‐Ａ２は、おもて面１９から第２の面１６までに至る第１方向に沿っ
た領域である。
【００４１】
　本明細書では、複数の不純物濃度ピークのうち第１の面１４に１番目に近い第１番目の
不純物濃度ピークを第１のピークＰ１と称する。同様に、第１の面１４に２番目に近いも
のを第２のピークＰ２、３番目に近いものを第３のピークＰ３、４番目に近いものを第４
のピークＰ４とそれぞれ称する。さらに、最も第２の面１６に近いピークを第５のピーク
Ｐ５とする。本例では、ピークＰ１～Ｐ３は、プロトン（Ｈ＋）のピークである。第３の
ピークＰ３よりも第２の面１６側における第４のピークＰ４は、プロトン以外のピークで
ある。また、第５のピークＰ５は第２の面１６と第４のピークＰ４との間に位置し、第４
のピークＰ４よりも高い不純物濃度ピークＰ５を有する。
【００４２】
　また、ピークＰ１とＰ２との間に境界Ｖ１を有する。同様に、ピークＰ２とＰ３との間
に境界Ｖ２を有し、ピークＰ３とＰ４との間に境界Ｖ３を有し、ピークＰ４とＰ５との間
に境界Ｖ４を有する。
【００４３】
　本例では、ピークＰ３において不純物濃度が低い順に、第１～第４のドープパターンと
称する。なお、後述する積分濃度は、第１～第４のドープパターンの順に低い。ピークＰ

３の不純物濃度は第１～第４のドープパターンにおいて異なるが、ピークＰ３の位置は第
１～第４のドープパターンにおいて同じである。
【００４４】
　図３は、４種類の異なるドープパターンを１つのグラフに示した図である。異なる種類
のドープパターンは、異なるＩＧＢＴ１００に対応する。完成物としての１つのＩＧＢＴ
１００は、１種類のドープパターンを有する。第１のドープパターンのトータルのドーズ
量を１とした場合に、第２のドープパターンのトータルのドーズ量は１．４であり、第３
のドープパターンのトータルのドーズ量は２．６であり、第４のドープパターンのトータ
ルのドーズ量は４．５である。トータルのドーズ量の違いは、第３のピークおよび第３の
境界近傍において特に顕著となる。
【００４５】
　４種類の異なる第１～第４のドープパターンは、第３のピークＰ３－１、Ｐ３－２、Ｐ

３－３およびＰ３－４、ならびに、第３の境界Ｖ３－１、Ｖ３－２、Ｖ３－３およびＶ３
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－４近傍において異なる不純物濃度を有する。しかし、その他の領域における４種類の異
なるドープパターンは、一致する。たとえば、位置０［μｍ］から位置１００［μｍ］ま
での領域では、４種類の異なるドープパターンは一致している。例えば、Ｐ４、Ｖ４およ
びＰ５においても、第１～第４のドープパターンは一致している。なお、第３のピークは
Ｐ３－１、Ｐ３－２、Ｐ３－３およびＰ３－４の順に不純物濃度が高くなり、第３の境界
はＶ３－１、Ｖ３－２、Ｖ３－３およびＶ３－４の順に不純物濃度が高くなる。
【００４６】
　図４は、図３の位置８０［μｍ］から位置１１０［μｍ］までを示す拡大図である。図
４からわかるように、４種類の異なるドープパターンは、第２の境界Ｖ２から第４のピー
クＰ４以外の範囲では完全に一致している。
【００４７】
　なお、第２の境界Ｖ２と第１のドープパターンにおける第３のピークＰ３－１との間に
は、第３のピークＰ３－１よりも小さい不純物濃度の極大値と不純物濃度の最小値とが観
察される。しかしながら、第２の境界Ｖ２と第３のピークＰ３－１との間における不純物
濃度の極小値および極大値は、ドープする不純物の加速電圧および不純物濃度によって意
図的に形成したものではない。それゆえ、これらは本明細書において、ピークＰおよび境
界Ｖではないものとする。
【００４８】
　本例において、ピークＰ１の位置は、９４［μｍ］より大きく９７［μｍ］より小さい
範囲にある。また、ピークＰ２の位置は、９７［μｍ］より大きく１００［μｍ］より小
さい範囲にある。さらに、ピークＰ３の位置は、１０５［μｍ］より大きく１０８［μｍ
］より小さい範囲にある。加えて、ピークＰ４の位置は、１０８［μｍ］より大きく１１
０［μｍ］より小さい範囲にある。
【００４９】
　本例において、ドリフト層１２およびベース層１８の第１方向における長さを基板長さ
Ｌと称すると、上述の範囲は次のように言い換えることができる。基板長さＬに対する０
［μｍ］の位置からピークＰ１の位置までの割合は、８５％より大きく８９％より小さい
範囲である。また、基板長さＬに対する０［μｍ］の位置から、ピークＰ２の位置までの
割合は、８９％より大きく９１％より小さい範囲である。さらに、基板長さＬに対する０
［μｍ］の位置から、ピークＰ３の位置までの割合は、９６％より大きく９８％より小さ
い範囲であり。加えて、基板長さＬに対する０［μｍ］の位置から、ピークＰ４の位置ま
での割合は、９８％より大きく１００％より小さい範囲である。
【００５０】
　図５は、第１実施形態におけるＡ１‐Ａ２間の不純物濃度ピーク（Ｐｘ）と臨界積分濃
度との関係を示す図である。縦軸は積分濃度［／ｃｍ２］を示し、横軸は図３および図４
と同じく、半導体基板１０の第１方向における位置を示す。本例では、スケールの関係上
、１１０［μｍ］近傍のグラフは省略している。
【００５１】
　本明細書では、ドリフト層１２とベース層１８との接合界面である第１の面１４からド
リフト層１２の特定の位置まで、第１方向に沿って不純物濃度を積分した値を、積分濃度
と称する。さらに、本明細書では、コレクタ電極５４およびエミッタ電極５２間に順バイ
アスが印加され、電界強度の最大値が臨界電界強度に達してアバランシェ降伏が発生した
場合であって、第１の面１４から第１方向におけるドリフト層１２の特定位置までが空乏
化する場合に、当該特定位置における不純物濃度の積分した値が臨界積分濃度に達すると
称する。なお、ＩＧＢＴ１００において、コレクタ電極５４およびエミッタ電極５２の間
に順バイアスが印加されるとは、コレクタ電極５４の電位がエミッタ電極５２の電位より
も高いことを意味する。
【００５２】
　順バイアス印加時に、臨界積分濃度に達する特定位置までのドリフト層１２は空乏化す
るが、当該特定位置よりも第１方向の先の領域は空乏化しない。本例では、４つのドープ
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パターンにおけるＦＳ層２２のピーク位置（ピークＰ１～ピークＰ３）を調節することに
より、ドリフト層１２における臨界積分濃度の位置を調節することができる。臨界積分濃
度は、１．２Ｅ１２［／ｃｍ２］と２．０Ｅ１２［／ｃｍ２］との間に位置してよい。本
例の臨界積分濃度は、約１．４Ｅ１２［／ｃｍ２］である。
【００５３】
　本例では、第１～第４のドープパターンにおいて、第１方向における第１の面１４から
、境界Ｖ１までにおける積分濃度が、臨界積分濃度以下である。また、第１～第４のドー
プパターンにおいて、第１方向における第１の面１４から、境界Ｖ２までの積分濃度が、
臨界積分濃度以下である。
【００５４】
　さらに本例では、第１のドープパターンにおいて、第１方向における第１の面１４から
境界Ｖ３－１までの積分濃度が、臨界積分濃度以下である。また、第２のドープパターン
においても、第１方向における第１の面１４から境界Ｖ３－２までの積分濃度が、臨界積
分濃度以下である。しかし、第３～第４のドープパターンにおいては、第１方向における
第１の面１４から、境界Ｖ３までの積分濃度は臨界積分濃度を超える。なお、第２のドー
プパターンにおいては、第１方向における第１の面１４から、ピークＰ３－２までの積分
濃度が、臨界積分濃度以下である。
【００５５】
　図６は、図５の位置８０［μｍ］から位置１１０［μｍ］までを示す拡大図である。本
例では、ピークＰ１、Ｐ２およびＰ３の３つのピークによりＦＳ層２２を形成する。ＦＳ
層２２の第１のピークＰ１においては臨界積分濃度に達しないので、ＦＳ層２２を比較的
エミッタ電極５２寄りに比較的高い濃度で設けることができる。これによりスイッチング
時の発振を抑制することができる。また本例では、ＦＳ層２２またはバッファ層２４にお
いて臨界積分濃度に達するので、ＦＳ層２２またはバッファ層２４において空乏層の伸び
を抑えることができる。
【００５６】
　本例では、さらに、ＦＳ層２２よりも高濃度のバッファ層２４（ピークＰ４）と、バッ
ファ層２４よりも高濃度のコレクタ層２６（ピークＰ５）を有する。ＦＳ層２２の不純物
濃度が１．０Ｅ１４～１．０Ｅ１６であるのに対して、ピークＰ４の不純物濃度は１．０
Ｅ１６～１．０Ｅ１７であり、ピークＰ５の不純物濃度は１．０Ｅ１７～１．０Ｅ１８で
ある。それゆえ、ピークＰ４およびピークＰ５は、図６に図示されていない。本例ではバ
ッファ層２４およびコレクタ層２６により、キャリアの注入特性を制御することができる
。例えば、コレクタ層２６によりドリフト層１２へのホールの注入特性を向上させること
ができる。これにより、ターンオフ時にキャリアを空乏層に供給できるので、コレクタ側
における電界の上昇を緩和することができる。よって、大電流短絡耐量を向上させること
ができる。このように、本例の構造を採用することにより、スイッチング時の発振の抑制
等と大電流短絡耐量の向上等とを両立することができる。
【００５７】
　本例では、コレクタ電圧Ｖｃｃ＝６８０［Ｖ］、ゲートオン抵抗Ｒｇｏｎ＝４．１［Ω
］、ゲートオフ抵抗Ｒｇｏｆｆ＝２０［Ω］、ゲート入力パルス時間＝２［μｓ］、チッ
プ接合温度Ｔｊ＝２５［℃］とし、ゲート・エミッタ間電位Ｖｇｅを１５［Ｖ］から次第
に上昇させて大電流短絡耐量試験を行った。本例のＩＧＢＴ１００は、コレクタ・エミッ
タ間電流Ｉｃ＝４，３００［Ａ／ｃｍ２］でも破壊されなかった。なお、装置限界により
、Ｉｃ＝４，３００［Ａ／ｃｍ２］で通電をストップした。コレクタ電圧Ｖｃｃは、コレ
クタ端子５３に印加する電圧である。ゲート・エミッタ間電位Ｖｇｅは、ゲート端子５０
とエミッタ端子５１との電位差である。コレクタ・エミッタ間電流Ｉｃは、コレクタ端子
５３とエミッタ端子５１との間に流れる電流である。
【００５８】
　また、本例では、コレクタ電圧Ｖｃｃ＝８７０［Ｖ］、コレクタ・エミッタ間電流Ｉｃ
ｅ＝３００［Ａ／ｃｍ２］、ゲートオン抵抗Ｒｇｏｎ＝１［Ω］、ゲートオフ抵抗Ｒｇｏ
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ｆｆ＝１［Ω］、浮遊インダクタンスＬｓ＝７０［ｎＨ］、チップ接合温度Ｔｊ＝２５［
℃］とし、ゲート・エミッタ間電位Ｖｇｅを１５［Ｖ］から０［Ｖ］へターンオフして、
ターンオフサージ試験を行った。本例のＩＧＢＴ１００はターンオフ時のコレクタ・エミ
ッタ間電圧Ｖｃｅのピークが１，１２５［Ｖ］となった。これは、ターンオフ時のサージ
電圧が従来よりも抑えられたことを意味する。加えて、ターンオフ振動もまた従来よりも
抑えられた。
【００５９】
　図７は、第２実施形態におけるＡ１‐Ａ２間の不純物濃度ピーク（Ｐｘ）と不純物濃度
ピーク間の境界（Ｖｙ）とを示す図である。縦軸および横軸は図３と同じである。本例で
は、第２の面１６が位置７０［μｍ］に対応する。本例のＩＧＢＴ１００は、ドリフト層
１２の厚みが第１実施形態よりも薄く、耐圧６００Ｖを有する。本例では、ピークＰｘの
位置が第１実施形態と異なる。他の点は、第１実施形態と同じであってよい。なお、本例
は、１種類のドープパターンを示す。
【００６０】
　図８は、図６の位置４０［μｍ］から位置７０［μｍ］までを示す拡大図である。本例
において、ピークＰ１の位置は、５４［μｍ］より大きく５７［μｍ］より小さい範囲に
ある。また、ピークＰ２の位置は、５７［μｍ］より大きく６０［μｍ］より小さい範囲
にある。さらに、ピークＰ３の位置は、６５［μｍ］より大きく６８［μｍ］より小さい
範囲にある。加えて、ピークＰ４の位置は、６８［μｍ］より大きく７０［μｍ］より小
さい範囲にある。
【００６１】
　本例において、ドリフト層１２およびベース層１８の第１方向における長さを基板長さ
Ｌと称すると、上述の範囲は次のように言い換えることができる。基板長さＬに対する０
［μｍ］の位置からピークＰ１の位置までの割合は、７７％より大きく８１％より小さい
範囲である。また、基板長さＬに対する０［μｍ］の位置からピークＰ２の位置までの割
合は、８１％より大きく８６％より小さい範囲である。さらに、基板長さＬに対する０［
μｍ］の位置からピークＰ３の位置までの割合は、９３％より大きく９７％より小さい範
囲である。加えて、基板長さＬに対する０［μｍ］の位置からピークＰ４の位置までの割
合は、９７％より大きく１００％より小さい範囲である。
【００６２】
　図９は、第２実施形態におけるＡ１‐Ａ２間の不純物濃度ピーク（Ｐｘ）と臨界積分濃
度との関係を示す図である。本例では、第１方向における第１の面１４から境界Ｖ１まで
における積分濃度は、臨界積分濃度以下である。また、第１方向における第１の面１４か
らピークＰ２までの積分濃度は、臨界積分濃度以下である。加えて、第１方向における第
１の面１４から境界Ｖ２までの積分濃度も臨界積分濃度以下である。しかし、第１方向に
おける第１の面１４からピークＰ３までの積分濃度は臨界積分濃度を超える。
【００６３】
　第２実施形態におけるＩＧＢＴ１００の製造工程は、第１実施形態と基本的に同じであ
る。相違点を下記に列挙する。第２実施形態における半導体基板１０は、厚さ１００［μ
ｍ］未満、かつ、比抵抗５０［Ωｃｍ］未満であってよい。本例の半導体基板１０は、厚
さ７０［μｍ］、かつ、比抵抗３０［Ωｃｍ］である。ＦＳ層２２の製造工程では、第２
の面１６から４．２μｍ離れた位置に第３ピークを形成するべく、ドーズ量１．０Ｅ１４
ｃｍ－２および加速電圧０．４０ＭｅＶでプロトンをドープする。他の点は、第１実施形
態と同じである。本例においても、第１実施形態と同じ効果を得ることができる。
【００６４】
　本例では、コレクタ電圧Ｖｃｃ＝３６０［Ｖ］、ゲートオン抵抗Ｒｇｏｎ＝１［Ω］、
ゲートオフ抵抗Ｒｇｏｆｆ＝９０［Ω］、ゲート入力パルス時間＝２［μｓ］、チップ接
合温度Ｔｊ＝－４０［℃］とし、ゲート・エミッタ間電位Ｖｇｅを１５［Ｖ］から次第に
上昇させて大電流短絡耐量試験を行った。本例のＩＧＢＴ１００は、コレクタ・エミッタ
間電流Ｉｃ＝４，３００［Ａ／ｃｍ２］でも破壊されなかった。なお、装置限界により、
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【００６５】
　また、本例では、コレクタ電圧Ｖｃｃ＝４１０［Ｖ］、コレクタ・エミッタ間電流Ｉｃ
ｅ＝３１０［Ａ／ｃｍ２］、ゲートオン抵抗Ｒｇｏｎ＝３．９［Ω］、ゲートオフ抵抗Ｒ
ｇｏｆｆ＝３．９［Ω］、浮遊インダクタンスＬｓ＝７０［ｎＨ］、チップ接合温度Ｔｊ
＝１７５［℃］とし、ゲート・エミッタ間電位Ｖｇｅを１５［Ｖ］から０［Ｖ］へターン
オフして、ターンオフサージ試験を行った。本例のＩＧＢＴ１００はターンオフ時のコレ
クタ・エミッタ間電圧Ｖｃｅのピークが約７００［Ｖ］となった。ターンオフ時のサージ
電圧が従来よりも抑えられた。加えて、ターンオフ振動もまた従来よりも抑えられた。
【００６６】
　さらに、本例では、コレクタ電圧Ｖｃｃ＝３５０［Ｖ］、コレクタ・エミッタ間電流Ｉ
ｃｅ＝４９０［Ａ／ｃｍ２］とし、他の条件は上述のターンオフサージ試験と同じにして
、ターンオフサージ試験を行った。本例のＩＧＢＴ１００はターンオフ時のコレクタ・エ
ミッタ間電圧Ｖｃｅのピークが約７５０［Ｖ］となった。ターンオフ時のサージ電圧が従
来よりも抑えられた。加えて、ターンオフ振動もまた従来よりも抑えられた。
【００６７】
　図１０は、ドナー濃度に対する臨界電界強度Ｅｃおよび臨界積分濃度ｎｃの関係を示す
図である。横軸は、ドナー濃度（ｎ型の不純物濃度）［／ｃｍ３］であり、縦軸左側は臨
界電界強度Ｅｃ［Ｖ／ｃｍ］であり、縦軸右側は臨界積分濃度ｎｃ［／ｃｍ２］である。
以降では、ドナー濃度に対する臨界電界強度Ｅｃと臨界積分濃度ｎｃとが対応関係にある
ことを説明する。
【００６８】
　平面ｐｎ接合において、ｐ型層の濃度がｎ型層の濃度よりも数桁高い片側階段接合を考
える。片側階段接合の場合、ｐｎ接合に逆バイアス電圧を印加すると、空乏層はｎ型層に
のみ広がると見なすことができる。逆バイアス電圧の印加により空乏層が広がるとともに
、ｐｎ接合近傍で電界強度は最大値となる。この電界強度の最大値が所定値に達すると、
インパクトイオン化によりアバランシェ降伏が発生する。
【００６９】
　なお、第１および第２実施形態においては、当該ｎ型層がドリフト層１２に対応し、当
該ｐ型層がベース層１８に対応する。また、ｐｎ接合に逆バイアス電圧を印加することは
、コレクタ電極５４の電位がエミッタ電極５２の電位よりも高い、順バイアスをＩＧＢＴ
１００に印加することに対応する。
【００７０】
　アバランシェ降伏が発生する電界強度の値は、臨界電界強度（Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）と呼ばれる。アバランシェ降伏は、半導
体の構成元素と、半導体にドーピングされた不純物と、不純物の濃度とに依存する。ドナ
ー濃度をＮＤ、臨界電界強度をＥＣとすると、シリコン（Ｓｉ）におけるインパクトイオ
ン化係数を用いてイオン化積分をすると、臨界電界強度ＥＣは数式１で表される。
【００７１】
【数１】

【００７２】
　数式１からわかるように、ドナー濃度ＮＤが決まれば、臨界電界強度ＥＣは定まる。ま
た、ポアソンの式は、１次元方向（ｘ方向とする）のみを考慮した場合、数式２で表され
る。
【００７３】
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【数２】

【００７４】
　ここで、ｑは電荷素量（１．０６２×１０１５［Ｃ］）、ε０は真空の誘電率（８．８
５４×１０－１４［Ｆ／ｃｍ］）、εｒは物質の比誘電率である。シリコンの場合は、ε

ｒ＝１１．９である。ｐは正孔濃度、ｎは電子濃度、ＮＡはアクセプタ濃度である。片側
階段接合でｎ型層のみを考慮するのでアクセプタが存在しない（ＮＡ＝０）とする。さら
に、正孔および電子が存在しない完全空乏化された（ｎ＝ｐ＝０）空乏層を仮定すると、
数式２を深さｘで積分すれば、数式３が得られる。
【００７５】
【数３】

【００７６】
　ｐｎ接合の位置を原点０、ｎ型層においてｐｎ接合とは反対側の位置における空乏層の
端部の位置をｘ０とする。そして、空乏層全体を０からｘ０で積分すると、数式３のＥは
、電界強度分布の最大値となる。これをＥｍとすると、Ｅｍは数式４で表される。
【００７７】

【数４】

【００７８】
　電界強度分布の最大値Ｅｍが、臨界電界強度Ｅｃに達したとすると、数式４は数式５で
表される。
【００７９】

【数５】

【００８０】
　数式５は、両辺とも定数である。数式５の右辺は、ｎ型層において完全空乏化した範囲
であるので、本明細書において記載した定義より、臨界積分濃度ｎｃと表す。これにより
次の数式６を得る。数式６は、臨界積分濃度ｎｃと臨界電界強度Ｅｃとの対応を示す。こ
のように、臨界積分濃度ｎｃは、臨界電界強度Ｅｃに対応する定数となす。
【００８１】

【数６】

【００８２】
　なお、図１０においては、ドナー濃度ＮＤはｎ型層のｘ方向の濃度分布が一様であると
仮定している。臨界電界強度Ｅｃはｎ型層のドナー濃度ＮＤに依存するので（数式５参照
）、臨界積分濃度ｎｃもｎ型層のドナー濃度にＮＤに依存する。ドナー濃度ＮＤが１×１
０１３～１×１０１５（／ｃｍ３）の範囲では、臨界積分濃度ｎｃは１．１×１０１２～
２．０×１０１２（／ｃｍ２）となる。ドナー濃度が数桁に亘る濃度範囲であることを踏
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【００８３】
　例えば、第１実施形態の１，２００Ｖの例では、ドリフト層１２のドナー濃度ＮＤを６
．１×１０１３（／ｃｍ３）とすると（図３および図４参照）、数式６から臨界積分濃度
ｎｃは約１．４×１０１２（／ｃｍ２）と評価できる。また、第２実施形態の６００Ｖの
例では、ドリフト層１２のドナー濃度ＮＤを１．４×１０１４（／ｃｍ３）とすると（図
７および図８参照）、数式６から臨界積分濃度ｎｃは約１．５５×１０１２（／ｃｍ２）
と評価できる。
【００８４】
　第１および第２実施形態では、ピークＰｘの位置を調節することにより、臨界積分濃度
ｎｃの位置を調節する。ＦＳ層２２において臨界積分濃度ｎｃに達するので、ＦＳ層２２
を比較的エミッタ電極５２寄りに比較的高い濃度で設けることができる。これによりスイ
ッチング時の発振を抑制することができる。また、漏れ電流も抑制でき、ＲＢＳＯＡも改
良できる。さらに、ＦＳ層２２よりも不純物濃度が高いコレクタ層２６によりホール注入
特性を制御することで、臨界積分濃度ｎｃの位置における臨界電界強度Ｅｃを抑えること
ができる。これにより、ＦＳ層２２を従来よりもコレクタ電極５４に寄せることなく、か
つ、ＦＳ層２２の濃度を従来よりも低くすることなく、大電流短絡耐量を向上させること
ができる。また、耐圧も向上させることができる。このように、大電流短絡耐量の向上と
スイッチング時の発振等の抑制とを両立することができる。
【００８５】
　なお、本願のように、複数の不純物濃度のピークを有するＦＳ層２２を備える場合、ド
リフト層１２のドナー濃度ＮＤはＦＳ層２２内では一様とはならない。ただし、臨界積分
濃度ｎｃは、空乏層が広がる第１方向における積分量であるので、ＦＳ層２２における不
純物濃度の増減は積分量に吸収される。
【００８６】
　また、上述の臨界総不純物量の議論は、シリコンに限らず、炭化シリコン（ＳｉＣ）、
窒化ガリウム（ＧａＮ）、ダイアモンド、酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）等のワイドバンド
ギャップ半導体にも適用可能である。すなわち、数式１を導出するためにはインパクトイ
オン化係数に、数式２においては比誘電率に、各物質の値を用いれば良い。
【００８７】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の
技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
【００８８】
　請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、およ
び方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より
前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるの
でない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、お
よび図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したと
しても、この順序で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００８９】
　１０・・半導体基板、１２・・ドリフト層、１４・・第１の面、１６・・第２の面、１
８・・ベース層、１９・・おもて面、２０・・半導体層、２２・・ＦＳ層、２４・・バッ
ファ層、２６・・コレクタ層、３２・・ゲート電極、３４・・ゲート絶縁膜、３６・・層
間絶縁膜、４２・・コンタクト領域、４４・・エミッタ領域、５０・・ゲート端子、５１
・・エミッタ端子、５２・・エミッタ電極、５３・・コレクタ端子、５４・・コレクタ電
極、１００・・ＩＧＢＴ
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月30日(2019.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面と前記第１の面の反対側に位置する第２の面とを有する第１導電型の第１の半
導体層と、
　前記第１の半導体層の前記第１の面側に設けられた第２導電型の第２の半導体層と、
　を備え、
　前記第１の半導体層は、
　　前記第１の面に接して設けられた第１導電型のドリフト層と、
　　前記ドリフト層よりも前記第２の面側において、前記第１の面から前記第２の面への
第１方向の異なる位置に設けられ、前記ドリフト層よりも不純物濃度の高い第１導電型の
３個以上の不純物濃度ピークと、
　　前記第２の面に接して設けられた第２導電型の第３の半導体層と
　を有し、
　前記第１の面から、前記不純物濃度ピークのうち前記第２の面に２番目に近い第２の不
純物濃度ピークまでにおける積分濃度が、臨界積分濃度より小さく、
　前記３個以上の不純物濃度ピークのうち前記第２の面に１番目に近い第１の不純物濃度
ピークは、プロトン以外の不純物を有する半導体装置。
【請求項２】
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　前記３個以上の不純物濃度ピークは、前記第１の不純物濃度ピークと、前記第１の面に
１番目に近い不純物濃度ピークとの間に複数の不純物濃度ピークを含み、
　前記複数の不純物濃度ピークの不純物濃度は、前記第１の不純物濃度ピークおよび前記
第１の面に１番目に近い不純物濃度ピークのいずれの不純物濃度よりも低い
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記３個以上の不純物濃度ピークのうち、前記第１の面に１番目に近い不純物濃度ピー
クの不純物濃度は、前記第１の面に２番目に近い不純物濃度ピークの不純物濃度よりも高
い
　請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１方向における前記第１の面から、前記第２の不純物濃度ピークと、前記プロト
ン以外の不純物濃度ピークとの境界までの積分濃度が、前記臨界積分濃度より小さい
　請求項１から３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１導電型の半導体層は、前記第２の面と、前記第１の不純物濃度ピークとの間に
、前記第１の不純物濃度ピークよりも高い不純物濃度の第２導電型の不純物濃度ピークを
有する
　請求項１から４のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第２の半導体層は、前記第１の半導体層とは反対側に位置するおもて面を有し、
　前記３個以上の不純物濃度ピークは、前記第２の面に３番目に近い第３の不純物濃度ピ
ークと、前記第２の面に４番目に近い第４の不純物濃度ピークとを有し、
　前記第１の半導体層および前記第２の半導体層の前記第１方向における第１の長さに対
する、前記おもて面から前記第４の不純物濃度ピークの位置までの長さの割合は、８５％
より大きく、８９％より小さい範囲であり、
　前記第１の長さに対する、前記おもて面から前記第３の不純物濃度ピークの位置までの
長さの割合は、８９％より大きく、９１％より小さい範囲であり、
　前記第１の長さに対する、前記おもて面から前記第２の不純物濃度ピークの位置までの
長さの割合は、９６％より大きく、９８％より小さい範囲であり、
　前記第１の長さに対する、前記おもて面から前記第１の不純物濃度ピークの位置までの
長さの割合は、９８％より大きく、１００％より小さい範囲である
　請求項１から５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記３個以上の不純物濃度ピークは、前記第２の面に３番目に近い第３の不純物濃度ピ
ークと、前記第２の面に４番目に近い第４の不純物濃度ピークとを有し、
　前記第２の面から前記第４の不純物濃度ピークの位置までの長さは、１６μｍより小さ
く、１３μｍより大きい範囲にあり、
　前記第２の面から前記第３の不純物濃度ピークの位置までの長さは、１３μｍより小さ
く、１０μｍより大きい範囲にあり、
　前記第２の面から前記第２の不純物濃度ピークの位置までの長さは、５μｍより小さく
、２μｍより大きい範囲にあり、
　前記第２の面から前記第１の不純物濃度ピークの位置までの長さは、２μｍより小さく
、０μｍより大きい範囲にある
　請求項１から５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第２の半導体層は、前記第１の半導体層とは反対側に位置するおもて面を有し、
　前記３個以上の不純物濃度ピークは、前記第２の面に３番目に近い第３の不純物濃度ピ
ークと、前記第２の面に４番目に近い第４の不純物濃度ピークとを有し、
　前記第１の半導体層および前記第２の半導体層の前記第１方向における第１の長さに対
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する、前記おもて面から、前記第４の不純物濃度ピークの位置までの長さの割合は、７７
％より大きく、８１％より小さい範囲であり、
　前記第１の長さに対する、前記おもて面から前記第３の不純物濃度ピークの位置までの
長さの割合は、８１％より大きく、８６％より小さい範囲であり、
　前記第１の長さに対する、前記おもて面から前記第２の不純物濃度ピークの位置までの
長さの割合は、９３％より大きく、９７％より小さい範囲であり、
　前記第１の長さに対する、前記おもて面から前記第１の不純物濃度ピークの位置までの
長さの割合は、９７％より大きく、１００％より小さい範囲である、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　少なくとも前記第２の半導体層の一部において、トレンチ状に設けられたゲート絶縁膜
と、
　前記ゲート絶縁膜に接して設けられたゲート電極と
　をさらに有する、請求項１から８のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記３個以上の不純物濃度ピークのうち、前記第１の不純物濃度ピーク以外の前記不純
物濃度ピークは、水素、空孔及び酸素による複合ドナーを含む
　請求項１から９のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記ドリフト層は、ドナー濃度が１×１０１３～１×１０１５（／ｃｍ３）の領域であ
る
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　ここで、ｑは電荷素量（１．６０２×１０－１９［Ｃ］）、ε０は真空の誘電率（８．
８５４×１０－１４［Ｆ／ｃｍ］）、εｒは物質の比誘電率である。シリコンの場合は、
εｒ＝１１．９である。ｐは正孔濃度、ｎは電子濃度、ＮＡはアクセプタ濃度である。片
側階段接合でｎ型層のみを考慮するのでアクセプタが存在しない（ＮＡ＝０）とする。さ
らに、正孔および電子が存在しない完全空乏化された（ｎ＝ｐ＝０）空乏層を仮定すると
、数式２を深さｘで積分すれば、数式３が得られる。
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